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	中学校３年⽣及び保護者の皆様への⼤切なお知らせです。
	埼玉県教育委員会は、 県立高校（特別支援学校・高等部を含む）の
	生徒１人１台端末を活用 した学びを推進します
	県立高校で、⽣徒が使⽤する１人１台端末の費⽤は、保護者の負担でお願いします。
	Q.入学前に端末を準備する必要があるか
	Q.特別支援学校高等部に進学する場合の費用負担は
	Q.通信料はだれが負担するのか
	入学後、端末を準備できない場合は、一定の条件で端末の貸し出しが可能です。進学先の入学に関する説明会等でご確認ください。
	【お問い合わせ】 　埼玉県教育局　ICT教育推進課


	048-830-6625


